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アラブ首長国連

邦（UAE） 

UAE は韓国と覚書を締結  

 

アラブ首長国連邦（UAE）は、 2016 年 5 月 30 日アブダビで開催さ

れた第五回 UAE韓国経済共同委員会で、3つの覚書(MoU)に署名しまし

た。これら MoU は、高度技術革新における協力体制の強化を目的とし

ています。  

第一の MoU は、UAE 経済省と韓国企画財政部が締結し、中小企業の

技術革新プログラムの知識共有に関するものです。 

第二の MoU は、前回のニュースレターでお伝えしたとおり、韓国特

許商標庁(KIPO)のIT専門家のUAE経済省への派遣および知財手続きの

支援に関するものです。  

第三の MoU は、マスダールと韓国インフラ技術推進局が、海水淡水

化事業に関し締結した共同開発協定です。 

 

アラブ首長国連

邦（UAE） 

アブダビ経済開発局による強制捜索 

 

アブダビ経済開発局のアブダビ・ビジネスセンター（ADBC）は、今

年上半期にアブダビ、アル・アインおよび西部地域で、247 回のレイ

ドを行い、200,428の模倣品を押収しました。 

 

アラブ首長国連

邦（UAE） 

ドバイ経済開発局（DED）は、ドバイにおける高級品の模倣品取締り

キャンペーンを開始  

 

官民協力体制の強化を目指すドバイ経済戦略に則り、DED はルイヴ

ィトンと協力し、模倣高級品を購入しないよう消費者に呼びかけるた

めの新たなキャンペーンを実施する予定です。  

このキャンペーンの一環として、違法行為の摘発と知財法の取締り

強化を目指し、DED現場職員のトレーニングも行われる見込みです。 

 

イエメン 商標登録出願の類見出し使用の廃止 

 

イエメンは、2016年 5月 4日の告知により、商標登録出願の類見出

しの使用を廃止しました。類見出しに代り、出願人は、個々の商品／
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サービスを特定するのみとなりました。この新規定は、2016 年 6 月 6

日から施行されています。 

 

オマーン オマーンでの商号登録の新条件  

 

2016年 4月 27日に商工省により発布された 2016年省令第 124号に

基づき、登録の対象となる商号は、アラビア語によるもの、あるいは

アラビア語に翻訳されたものでなければならず、外国語を含むものは

認められません。ただし、オマーンに登記する国際企業の子会社、オ

マーン企業と外国企業の合弁会社、または、完全外資系企業の商号登

録にはこの条件は適用されません。 

条件が満たさない商号の登録申請や既存商号の変更申請は、商工省

によって拒絶される恐れがあります。  

他にも、政治的、宗教的、軍事的意味合いを持つ商号、既存の社会

組織または慈善団体の組織名と一致する商号なども使用が禁止されて

います。また‘オマーン’や‘オマーニャ’などの語を含む商号も登

録不可となります。 

さらに、既存の商号またはその一部に類似するもの、あるいは、国

内外で認知される他の商号に類似するものの登録申請も、棄却あるい

は修正が求められる可能性があります。 

 

クウェート クウェート PCTに加盟 

 

クウェートは、2016 年 6 月 9 日、149番目のメンバーとして正式に

特許協力条約（PCT）に加盟しました。PCTは、一つの国際特許出願に

より、出願人に最大 149カ国で同時に特許権の保護を提供します。  

国際特許出願は、国ごとや地域ごとに個別に特許出願を行うよりも、

費用対効果が高いです。 

 

JETRO Dubai 知的財産権部のコメント： クウェートの PCT 加盟によ

り、GCC6 カ国の全てが PCT に加盟しました。これにより、GCC 特許庁

が PCT に加盟するための体制が整ったところ、GCC特許庁の早期の PCT

加盟が期待されます。 

 

クウェート クウェートは、登録商標の更新、譲渡および住所変更の公表を停止 

 

クウェートの商標局は、商標登録の更新、譲渡登録、住所／社名変

更登録を今後、官報に掲載しない旨、Clyde & Coの現地エージェント
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に伝えました。  

したがって、これらの申請に際し、公告料の支払は今後必要なくな

ります。 

ただし、この動きは GCC 商標法に矛盾するものと見られるため、現

地エージェントは更なる情報を収集中です。詳細が分かり次第、お伝

えします。 

 

シリア 国際商標登録料の引き下げ 

 

2016 年 8月 1日から、シリアアラブ共和国での国際商標登録の個別

料金が、66 CHF (USD 68)から 39 CHF (USD 40)に値下げされる予定で

す。 詳細につきましては、以下のマドリッドプロトコルに関するリン

クをご参照ください:  

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_21.pdf 

 

シリア 商標、意匠、実用新案の申請に対する公告料の値上げ 

 

2016 年 5 月 15日、シリア国内取引・消費者保護省は、省令第 1171

号を発布し、国内外の出願人による商標、意匠、実用新案の全ての新

規出願および更新申請に関し、公告料を引き上げました。この省令は、

2016 年 5月 22日から施行されています。 

新料金： 

• 商標、意匠、実用新案の新規出願／更新申請の公告料（第一回と第

二回の公告料）70,000 SYP (325 USD) 

• 商標の新規出願／更新申請の追加 10 項目ごとの追加公告料（第一

回と第二回の公告料）2,000 SYP (9 USD) 

• 一件の同じ出願における意匠、実用新案の追加公告料 12,000 SYP 

(55 USD) 

• 出願変更の公告料 25,000 SYP(115 USD)  

 

リビア リビア商標局の再開 

 

ストライキ後、リビア商標局の再開が確認されました。  

商標局は、現在通常どおり運営しており、出願を受領中であること

を明らかにしています。 

 

 

  

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_21.pdf
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